
第１節 消防・防災体制の強化 

 

【現況と課題】 

－ 人口減少時代における持続可能な消防・救急体制 － 

  本市では、美浜町及び若狭町で消防事務を共同処理する消防一部事務組合

である敦賀美方消防組合を設立し、市民の生命、身体及び財産を火災等から

保護するとともに、水害や地震等の災害による被害の軽減に向けて、消防施

設等の整備をはじめとする消防力の充実に努めてきました。 

  また、これまでわが国の消防力は、阪神・淡路大震災を契機とし、大規模

自然災害等に対する消防機関（消防本部・消防署・消防団）の連携体制づく

りをはじめとした強化が図られてきました。 

  しかし、今後、長期的に人口減少が加速し、人口構成も高齢人口が増大す

る中で、特に、消防団にける要因動員力の縮小が見込まれます。また、人口

構成の変化から救急業務の増大が予測される中、これまでのように消防施設

等の充実にあわせて、消防・救急体制の持続可能性を維持し、市民の安心安

全を確保していくことが求められています。 

 

－ 大規模災害を契機とした防災体制 － 

  これまで、本市は、大規模な自然災害に見舞われることなく、都市化を進

めてきましたが、阪神・淡路大震災や東日本大震災といった大規模災害の発

生を教訓とし、敦賀市地域防災計画を再検証し、庁内における体制の強化に

努めるなど、防災体制の強化に取組んできたところです。 

  また、いわゆるゲリラ豪雨の発生や局地的な地震災害が発生する中、河川

改良をはじめとする災害要因の除去を目的とする抜本的な防災対策事業に取

組むだけでなく、公共施設等の耐震補強や資機材の整備等の災害が発生した

場合における被害の軽減につなげる減災対策に取組むことで、今後も災害に

強いまちづくりを実現することが求められています。 

  特に、東日本大震災においては、公的機関にも甚大な被害をもたらし、被

災者や要配慮者等への支援を公的機関のみで担うことの限界が明らかになる

とともに、被災者自身の冷静な行動やボランティア等の多くの方々の支援か

ら、地域の支え合いや地域の絆の必要性が強く認識されたと言えます。 

  このことから、今後、防災体制を充実していくためには、公的な取組だけ

でなく、市民一人ひとりの災害への意識を高めるとともに、自主防災組織を

はじめとする地域住民による助け合いの体制づくりを支援していくことが求

められています。 
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  ◆ 図表１－１ 火災発生及び救急・救助事故の発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆ 図表１－２ 消防団の団員数の推移 

 

 

 

 

 

  ◆ 図表１－３ 自主防災組織数の推移 
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【基本的な方向性】 

  阪神・淡路大震災や東日本大震災等の大規模災害を教訓に、これまで消防・

防災体制の充実強化に努めてきました。 

  今後、長期的に人口減少を迎える中で、要員動員力の確保や自主防災組織

をはじめとする地域住民による助け合いの体制の構築、そして市民一人ひと

りの意識醸成といった「自助」と「共助」の側面が一層重要になることから、

消防・防災体制の強化について、次のことを基本的な方向性とします。 

 

（１）総合的な消防力の充実 

   市民の生命、身体及び財産を守るために、東日本大震災をはじめとする

大規模災害や火災等に的確に対応するとともに、人口減少が加速する中で、

要因動員力の確保に向け、消防車両等の計画的な更新や消防団員の組織力

の維持に努めます。 

 

（２）増加する救急業務への対応 

   急速な高齢化の中で、急増する救急業務等に的確に対応するため、高度

な応急処置を可能とする装備の充実を図るとともに、一部では軽症と思わ

れる方の利用がある中で、救急車の適正利用に関する啓発活動を推進しま

す。 

 

（３）災害に強いまちづくりの推進 

   東日本大震災を契機とし、本市の防災体制を再検証する中で見直した、

「敦賀市地域防災計画」に基づき、本市の防災体制の強化を推進します。 

   また、河川改良等の抜本的な防災対策事業とともに、上水道の耐震性に

優れた布設替等の強靭なライフラインの構築や市庁舎をはじめとする公共

施設等の建替や耐震化等の減災対策に取組むことで、災害に強いまちづく

りを推進します。 

 

（４）災害に強い人・地域づくりの推進 

   東日本大震災では、被災者や要配慮者等への支援において公的機関の限

界が明らかになる中で、被災者自身の自主的な行動や地域の支え合いの必

要性が強く認識されました。 

   このことから、市民自ら適切に災害に備えることができるように支援し、

また地域住民による自主防災組織の活動を支援するとともに、医療機関を

はじめとする民間事業者や団体等との連携を強化することによって、災害

に強い人・地域づくりを推進します。  



第２節 原子力安全対策・防災対策の強化 

 

【現況と課題】 

－ 原子力行政の現状 － 

  原子力発電所の安全確保は、法的権限を有する国の一元的責務ですが、本

市はこれまで市民の安全を守ることを最優先に、県とともに原子力事業者と

安全協定を締結し、原子力発電所に対する安全監視を行ってきました。 

  このような相互の緊張関係を保つ中で、本市は、およそ半世紀にわたって、

市民の安心と安全の確保を大前提として、原子力発電との共存共栄の中で信

頼関係を築き、長年にわたって国の原子力政策に協力してきました。 

  しかし、平成２３年３月１１日の東日本大震災による東京電力福島第一原

子力発電所事故の発生は、わが国の原子力行政だけでなく、これまで築いて

いきた立地自治体と原子力事業者との間の信頼関係をも揺るがすものでした。 

  また、平成２６年４月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、

原子力発電は、重要なベースロード電源と位置付けられたものの、平成２７

年７月に示された「長期エネルギー需給見通し」において、２０３０年度（平

成４２年度）の電源構成は東日本大震災以前に約３割を占めていた原子力発

電依存度を、リプレースの取扱も不明確なまま２０～２２％程度としていま

す。このような中、本市においては、平成２７年４月２７日にわが国初の商

業用軽水炉である敦賀発電所１号機が運転終了となり、本格的な廃炉時代を

迎える状況にあります。 

 

－ 原子力安全対策 － 

  「長期エネルギー需給見通し」において、安全性の確保を全てに優先し、

原子力規制委員会にて世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認めら

れた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進めるとあります。 

  本市においては、敦賀発電所１号機の運転終了後も、敦賀発電所２号機及

び高速増殖原型炉もんじゅの取扱といった、大きな課題がある中で、市民の

安心と安全を確保するため、平時から原子力事業者に対してこれまで以上に

安全対策の充実強化を求めるとともに、一層の安全監視を実施していく必要

があります。 

 

－ 原子力防災対策 － 

  平成２３年３月１１日の東日本大震災は、わが国初の原子力発電所の過酷

事故を伴ったことから、これまで原子力発電と共存共栄の道を歩んできた立
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地自治体に大きな衝撃を与えるものでした。 

  本市においては、この福島第一原子力発電所事故での様々な知見を活かし、

数度にわたって「敦賀市原子力防災計画」を改定するとともに、福井県原子

力防災総合訓練等を通じて、市民の生命、身体及び財産を守る上で、国・県・

原子力事業者との連携の中で、より実効性の高い原子力防災体制の構築を検

討してきました。 

  今後においても、本市は立地自治体として、この福島第一原子力発電所事

故を過去のものとすることなく、緊張感を維持する中で、これまでに築き上

げてきた高い水準の原子力防災体制を維持していくことで、市民の安心と安

全を確保していくことが求められています。 

 

  ◆ 図表２－１ 本市に立地する原子力発電所の状況 

原 子 力 発 電 所 等 炉   型 

運 転 終 了 
日本原子力発電㈱ 

敦賀発電所１号機 沸騰水型軽水炉 

運 転 中 敦賀発電所２号機 加圧水型軽水炉 

建 設 中 
国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構 

高速増殖原型炉もんじ

ゅ 
高速増殖炉 

建設準備中 日本原子力発電㈱ 敦賀発電所３、４号機 改良型加圧水型軽水炉 

廃止措置中 
国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構 

原子炉廃止措置研究開

発センター（ふげん） 
新型転換炉 

 

  ◆ 図表２－２ 近年の原子力防災総合訓練の実施状況 

時    期 主  会  場  等 

平成１７年１１月２７日 関西電力株式会社美浜発電所 

平成１９年１１月２８日 日本原子力発電株式会社敦賀発電所 

平成２１年１１月２２日 関西電力株式会社美浜発電所 

平成２４年 ３月１８日 日本原子力発電株式会社敦賀発電所 

平成２５年 ６月１６日 関西電力株式会社美浜発電所 

 

 

 

 

  



【基本的な方向性】 

  平成２３年３月１１日の東日本大震災による福島第一原子力発電所の原子

力災害を過去のものとするのでなく、得られる知見等を活かし、原子力発電

との共存共栄の前提となる市民の安心と安全を確保するために、原子力安全

対策と原子力防災対策について、次のことを基本的な方向性とします。 

 

（１）原子力安全対策の強化 

   原子力発電との共存共栄の前提となる市民の安心と安全の確保に向け、

福島第一原子力発電所事故以降、未だ市民と国や原子力事業者との間の信

頼関係が揺らいでいることから、原子力発電の監視強化とともに、原子力

に関する適切な情報の提供や知識の普及等を推進します。 

 

（２）原子力防災対策の強化 

   東日本大震災による福島第一原子力発電所事故は、本市を含む立地地域

において、万が一の際における原子力防災体制の重要性を再認識させるも

のでした。これを受け、これまで「敦賀市原子力防災計画」の見直しをは

じめ、福井県原子力防災総合訓練等を通じて水準の高い原子力防災体制の

確立に向け、取組んできたところです。 

   今後においても、原子力災害対策指針の改定等を計画に反映するととも

に、緊張感を維持する中で、高い水準の原子力防災体制を維持していきま

す。 

 

 

 

 

  



第３節 生活者の安全の確保 

 

【現況と課題】 

－ 生活者の安全 － 

  市民が安心して生活を送るためには、日常の生活における安全が確保され

る必要があります。 

  人口減少の加速による人口構成の変化、国際化や情報化、そして規制緩和

等によって様々な商品やサービスの登場による社会経済環境の変化の中で、

市民の生活を取り巻く環境も大きく変化しています。 

  このことから、変化する社会経済環境に的確に対応し、市民の生活者とし

ての安全を確保することが求められています。 

 

－ 交通安全 － 

  戦後の高度経済成長を背景とする、著しいモータリゼーションの進展は、

市民の生活者としての利便性を向上させる一方、交通事故の発生といった最

も身近な脅威を増加させることとなりました。 

  人口減少が加速する中で、交通事故発生件数自体は減少傾向にありますが、

急速な高齢化を背景として、高齢者の死傷者数の割合は増加傾向にあるとと

もに、今後このすう勢が継続するものと考えます。 

  このことから、特に高齢者による交通事故に対応するとともに、近年、交

通事故発生件数の減少に反し、自転車による交通事故発生割合が高い水準に

あることを踏まえ、若年層や高齢者層等に対して、交通ルールの啓発等を推

進していくことが求められています。 

 

－ 防犯対策 － 

  わが国の犯罪件数は、平成１４年をピークに減少に転じているものの、検

挙人員に占める再犯者の割合が上昇しいているとともに、高齢者の検挙人員

に占める割合は著しい増加傾向にあります。 

  また、犯罪被害者の側面から見ると女性や子どもを狙った犯罪は依然とし

て高い水準にあるため、体感治安の向上に向けて、地域ぐるみで犯罪を防止

する取組が求められています。 

  さらに、主に高齢者が被害者となる振り込め詐欺の被害は顕著な増加傾向

にあるため、高齢者に対する防犯意識の啓発等に取組んでいく必要がありま

す。 
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－ 消費者被害対策 － 

  国際化や情報化、そして規制緩和の進展により、様々な商品やサービス、

また新規参入企業が登場する中、市民の消費活動も複雑多様化しています。 

  わが国全体の消費者相談件数は平成２４年度を境に再び増加傾向に転じて

いるとともに、特に近年の高度情報化を背景とし、インターネットを媒介と

する通信販売を含む情報通信関連の相談件数は突出している傾向にあります。 

  このことから、平成２１年７月に設置した敦賀市消費生活センターを中心

として、情報通信関連を主とする複雑多様化する市民の消費活動における相

談等に的確に対応していくことが求められています。 

 

  ◆ 図表３－１ 道路交通事故における高齢者及び高齢者以外の死者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆ 図表３－２ 全交通事故に占める自転車関連事故件数の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※出典：警察庁「交通事故発生状況」 

※出典：警察庁「交通事故発生状況」 
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【基本的な方向性】 

  市民が安心して生活を送るために、日常の生活における安全の確保を図る

上で、次のことを基本的な方向性とします。 

 

（１）交通安全対策の推進 

   市民生活における最も身近な脅威となる交通事故に的確に対応する上で、

特に、急速な高齢化を背景とした高齢者による交通事故や自転車関連事故

への対応に取組む必要があります。 

   このことから、警察や学校等と相互に連携した交通安全教室の開催等に

より、若年層や高齢者層への交通ルールの啓発とともに、運転免許自主返

納に取組むことで、交通安全対策を推進していきます。 

 

（２）防犯及び犯罪被害者対策の推進 

   市民が安心して日常生活を送ることができるように、体感治安の向上と

ともに、特に弱い立場にある子ども達への犯罪防止に向け、地域ぐるみの

取組が必要となります。 

   このことから、「見守り隊」をはじめとした地域、関係機関等が一体とな

った地域防犯対策や市民一人ひとりの防犯意識の向上を推進するとともに、

犯罪被害者等への支援に取組みます。 

 

（３）消費者行政の推進 

   国際化や情報化、規制緩和の進展を背景とし、市民の消費生活の行動様

式は複雑多様化し、近年、インターネット通信販売をはじめとした情報通

信関連に関する消費相談件数は増加傾向にあります。 

   このことから、高度情報化を背景に増加傾向にある消費相談に対して、

敦賀市消費生活センターが中心となって的確に対応するとともに、消費者

団体等との連携のもと、啓発活動等に取組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 


